
令和 8 年度環境厚生常任委員会視察報告書 

 

1. 参加委員 

(委員長) 阿部英光 (副委員長) 岡崎進 

(委 員) 早川仁美、今井理華、清野匡志、新倉真二 

2. 研修日時 

令和 8 年 4 月 15 日（水曜日）13:30~15:00 富山市役所 

              15:30~16:30 現地視察 

3. 研修先 

富山県富山市 

4. 視察事項 

富山型デイサービス 

（現地視察）富山型デイサービス このゆびとーまれ このゆびとーまれ向い  

5. 視察概要 

                   担当 早川仁美  

視察先 

選定理由 

 

政策討議のテーマ「支え合いの地域づくりについて～誰ひとり取り残さな

い地域社会の構築～」に基づき、包括ケアシステムや多機関連携について

先進都市である富山市を選定した。 

内容 

 

 

【富山型デイサービス】 

1. 富山型デイサービスができた経過  

富山型デイサービスは、平成 5年に富山赤十字病院を退職した 3人の

看護師さんが開所したデイケアハウス「このゆびとーまれ」におい

て、赤ちゃんからお年寄りまで障がいのあるなしにかかわらず受け入

れたことから始まり、後に「富山型」と言われるようになった。 

2. 富山型デイサービスの特徴 

富山型デイサービスのキーワードは小規模・共生・地域密着 

小規模 一般住宅をベースとして、利用定員が 15人程度であり、家庭

的な雰囲気が保たれている。 

共 生 高齢者、障がい者(児)、乳幼児など利用者を限定せず、誰でも

受け入れ対応する。 

地域密着 身近な住宅地の中に立地しており地域との交流が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 富山型デイサービスのあゆみ 

1993年 7月 民間デイケアハウス「このゆびとーまれ」開所 

1996年 7月 県が「在宅障がい児（者）デイケア事業」をスタート 

1997年 4月 県が「富山県民間デイサービス育成事業」をスタート 

1999年 1月 宅老所・グループホーム全国ネットワーク発足（惣万氏世話人に就任） 

2000年 4月 介護保険制度スタート 

2001年 10月 「タウンミーティング inとやま」で「共生型」を提案 

2002年 7月 内閣府国民生活局「未来生活懇談会」のプレゼンテーターとして共生型」提案 

2003年 4月 「ふれあいコミュニティ・ケアネット 21事業（ケアネット活動）」始まる（県社協） 

         4月 障がい者に対する契約によるサービス（支援費制度）スタート 

       11月「富山型デイサービス推進特区」の認定を受ける 

（県と 3市 2町［富山市、滑川市、砺波市、大山町、福野町］） 

2004年 4月 20床に満たない小規模な短期入所生活介護事業所で障がい者のショー

トステイ利用が可能に 

4月 県が「富山型小規模多機能デイサービス施設整備事業」「福祉車両設置

推進事業」をスタート 

2005年 4月  県が「富山型デイサービス施設支援事業」「富山型デイサービス職員研

修会」をスタート 

10月 障がい者自立支援法 成立 

2006年 4月 小規模多機能型居宅介護事業所 

など地域密着型サービ開始 

       7月 「富山型福祉サービス推進特区」 

の認定を受ける（県と 2市 1町 

［富山市、高岡市、立山町］） 

      10月 「富山型デイサービス推進特区」の特例措置が全国展開 

      10月 障がい者自立支援法全面施行 

2007年 8月 宅老所・グループホーム全国ネット

ワークの代表世話人に惣万氏が就任 

2010年 6月「富山型福祉サービス推進特区」

の特例措置（生活介護）全国展開 

2011年 6月「富山型福祉サービス推進特区」

の特例措置（短期入所）全国展開 

12月 県が「とやま地域共生型福祉推

進特区」の指定を受ける 

2012年 7月 厚生労働省が「共生型福祉施設の

設置運営支援事業」の検討を始め

る 

9月 県が「とやま地域共生型福祉推進

特区」の地域活性化計画の認定 

2013年 4月 障がい者総合支援法一部施行 

4月 就労継続支援 B型事業所 

「はたらくわ」がスタート 

9月 「富山型共生グループホーム翼」が開所 



10月 「富山型福祉サービス推進特区」の特例措置（児童発達支援、放課後等

デイサービス）が全国展開 

４．仕組み 

事業所は、利用者の属性（高齢者なのか障がい者なのか）に合わせて、そ

れぞれの報酬（介護報酬や障がい福祉

サービス等報酬）を国に請求します。 

人員基準の柔軟化： 本来なら「高齢者

向けに〇人」「障がい者向けに〇人」と

スタッフを分ける必要があるが、共生

型ではスタッフを兼務させることが認

められており、少人数でも効率的な運

営が可能である。         

➡ 

 

５．制度上のメリット効能 

この制度が推進されている背景には、

単なる効率化だけでなく、「制度の端境

期」をなくすという目的がある。 

① 65歳の壁の解消： 障がいのある人

が 65歳になった途端、慣れ親しん

だ障がい者施設から高齢者施設へ移

らなければならない問題を解決でき

る。 

② 地域のセーフティネット： 制度の枠組みから漏れがちな「軽度の障が

いがあるけれど介護保険対象外」の人なども、地域の居場所として受け

入れやすい。 



 

６．事業所数の推移 

富山県内は令和に入って横ばい

から減少傾向にあるが、全国で

は増加傾向にある。新型コロナ

ウイルスの影響や深刻な人手不

足により、2020年を境に減少傾

向にあります。 

富山県は「全小学校区に 1カ所

以上」の整備を目指しており、

目標値として 180カ所を掲げていますが、現状はそこへの到達に向けて課

題を抱えている状況。 

しかし、運営の難しさはあるものの、地域のセーフティネットとしての重

要性は依然として高い。 

 

７．行政支援 

施設助成を継続しているが、昨今の高騰で困難な状況にある。 

また、人材育成については、富山県が起業家育成や職員研修会を実施 

 

考  察 

 

これまでの福祉は、こども、高齢、障がいと分野別に制度、お金、施設を

作ってきた。しかし、それでは、分野ごとに分断が起こっており、国が目指

す共生社会の実現は困難である。 

富山型デイサービスは、分野を超えて地域で暮らす多様な方の受け入れを

することによって制度の壁を少しずつ壊していき、国がそれを制度化してき

ている背景がある。すなわち国の理念と富山型の実践が制度を動かしてき

た。 

しかし、一方で、担い手の高齢化、不足、また、現制度は小規模事業所の

運営が厳しいものとなっているため、参入が難しなっているのも現状であ

る。 

 茅ヶ崎市においても、それぞれの分野で担い手不足、縦割りの弊害は同じ

ようにあり、それぞれの福祉分野で分断されている。福祉は重なっている部

分が多いため現状では解決できないことや不都合なこともある。富山型デイ

サービスは、現在の茅ヶ崎市の福祉行政の在り方を見直し、共生型の分野を



超え、福祉を地域社会の中で受け入れていく、制度から考えるのではなく、

ないものは工夫し時には壁を破っていく、富山の実践は学ぶところが大き

い。福祉行政のマインドリセットが必要と考える。 

 


